
第　１　条　　　 （名　称）

麻生区ジュニアサッカー連盟（以下「本連盟」という。）と称する。

第　２　条 （目　的）

本連盟は、特定非営利活動法人川崎市サッカー協会の統制のもと、

ジュニアサッカー選手（小学生以下の男女）及びその指導者を対象に､

サッカー競技の普及発展、競技力の向上に関する事業等を行ない、

青少年の健全な心身の育成、及び加盟チーム間の交流・親睦を図ることを目的とする。

第　３　条 （事　業）

本連盟は前条の目的を達成するために､次の事業を行う。

１．麻生区ジュニアサッカーの各種大会の開催・運営に関する事業

２．ジュニアサッカー選手の育成及び競技力向上に関する事業

３．指導者及び審判の養成に関する事業

４．ジュニアサッカーの環境整備に関する事業

５．その他本連盟が必要と認める事業

第　４　条 （構　成）

本連盟は、次の事項に全て該当するチーム（以下「加盟チーム」という）、

および本連盟が認めた者をもって構成する。

１．川崎市麻生区に拠点を置くチームである。

２．特定非営利活動法人川崎市サッカー協会第４種委員会に登録しているチームである。

３．本連盟の目的に賛同しているチームである。

４．第７章第１０条に定める年会費を納入しているチームである。

尚、準加盟団体の新規加盟条件は、第８章第１１条に定める。

第　５　条 （役　員）

本連盟に、次の役員を置く。

１．　会長 １名

２．　副会長 若干名

３．　総務（渉外、広報） 若干名

４．　会計 １名

５．　会計監査 １名

６．　運営 若干名

７．　育成（技術、強化、養成） 若干名

８．　審判 若干名

第　６　条 （役員の選出）

役員は、加盟チームの推薦を受け、総会において選出する。

第　７　条 （役員の職務）

１．　会長は本連盟を代表し､これを統括する。

２．　副会長は会長を補佐する。また、会長が欠けたとき、又は事故があるときは

　　　その職務を代理する。

３．　総務は会長・副会長を補佐し、本連盟に関する事務全般を行なう。

４．　会計は本連盟の会計事務を行なう。

５．　会計監査は年１回の会計監査を行ない、総会に於いて報告し承認を得る。

６．　運営は本連盟及び市協会の各種大会の開催・運営を補佐する。

７．　育成は加盟チームより選考された選手の育成及び競技力向上、

　　　ならびに指導者の指導力向上に繋がる事業を行なう。

８．　審判は審判員の技術向上に繋がる事業を行なう。
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第　８　条 （役員の任期）

１．　役員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない。

２．　任期途中で役員を辞するときは、役員会の承認を得なければならない。

３．　任期途中で選任された役員は、前任者の残任期間とする。

第　９　条 （会議）

本連盟の会議は、総会及び役員会とし、会長が召集してその運営にあたる。

１．　総会は年１回の開催とし、役員及び加盟チーム代表者で構成する。

　　　並びに、次の事項について議決する。

　　　（１）　規約の変更

　　　（２）　事業報告及び会計報告

　　　（３）　事業計画及び予算

　　　（４）　役員の選出及び解任

　　　（５）　その他本連盟の運営に関する事項

２．　役員会は年４回の開催とし、総務がその運営にあたる。

　　　（１）　本連盟の各種大会の開催・運営等に関する事項を協議する。

　　　（２）　前項以外の本連盟事業に関する事項を協議する。

（総会・役員会）

会長は必要に応じて臨時総会及び役員会を招集することができるものとする。

（議長）

総会の議長は、出席した役員の中から選出する。

（議決）

総会の議決は、出席者（含む委任状）の３／４以上の賛成を必要とする。

第　１０　条 （会計）

本連盟の経費は、次の収入を持ってこれに充てる。

１．　年会費　１チーム　１０,０００円

２．　その他の収入

３．　冠婚葬祭等の特別な出費が生じた場合は、臨時徴収することがある。

（事業年度）

本連盟の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第　１１　条 （附則）

本連盟に新たに加盟しようとする団体は、下記の事項を義務付けるものとする。

１．　麻生区内に既加盟チームと競合していない活動場所を確保している事。

２．　チームを構成する選手は、麻生区内に５０％以上が居住している事。

３．　（公財）日本サッカー協会公認４級審判員以上の資格を有する者が２名以上いる事。

４．　（公財）日本サッカー協会公認Ｄ級コーチ以上の資格を有する者が１名以上いる事。

５．　本連盟の運営及び行事に協力できる事。

６．　本連盟が定めた年会費を納入する事。

７．　本連盟にチーム規約を提出し、承認を得る事。

８．　１年間の準加盟の活動実績を持って、本連盟総会の承認を得た後、

　　　市協会に推薦されるものとする。

第　１２　条 （施行）

この規約は、平成２７年４月１日より施行する。

平成２７年４月１日施行
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